
資料 1 0 振動規制法第 2 条第 1 項の政令で定める特定施没一覧

1 金属加工機械

(ィ ) 液圧 プ レ ス ( 矯正 プ レ ス を 除 く 。)

( ロ ) 機械 プ レ ス

◇ ＼) せん断機 ( 原動機の定格出力が 1 キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。)

し) 鍛 造 機

(ホ) ワ イ ヤ ー フ ォ ー ミ ン グマ シ ン ( 原動機の定格出力が 3 7 5 キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。)

2 圧縮機 ( 原動機の定格出力が 7 5 キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。)

3 土石用又は鉱物用 の破砕機 、 座砕機 、 ふ る い及 び分級機 ( 原動機の定格出力が 7 5 キ ロ ワ ッ ト

以上の も のに限 る 。)

4 織機 ( 原動機 を用 い る も の に限 る 。)

、 ▲ 5 コ ン ク j ー ト ブ ロ ッ ク マ シ ン ( 原動機の定格出力の合。十が 2 9 5 キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。)
　 　

並 びに コ ン ク ノ ー ト 管製造機械及 び コ ン ク リ ー ト 柱製造機械 ( 原動機の定格出力の合。十が 1 0 キ

ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。)

6 木材加工機械

(イ ) ド フ ムバ ー ガ ー

(ロ ) チ ッ パ ー ( 原動機の定格出力が 2 2 キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。)

7 印刷機械 ( 原動機の定格出力が 2. 2 キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。)

8 ゴ ム練用又 は合成樹脂棟用の ロ ー ル機 ( カ レ ン ダー ロ ー ル機以外の も ので原動機の定格出力が

3 0 キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。)

9 合成樹脂用射出成形機

10 鋳型造型機 ( ジ ル ト 式の も の に限 る 。)

⑲ " 資料 = 振動規制法第 2 条第 3 項の政令で定める特定建没作業一覧
1 く い打機 ( も ん けん及 び圧入式 く い打機 を除 く 。) 、 く い抜機 ( 油圧式 く い抜機 を 除 く 。) 又 は く

い打 く い抜機 ( 圧入式 く い打 く い抜機 を 除 く 。) を使用す る作業

2 鋼球 を使用 し て建築物 その他の工作物 を破壊す る 作業

3 舗装版破砕機 を使用す る 作業 ( 作業地点が連続的に移動す る 作業に あ っ て は 、 1 日 にお け る 当

該作業に係 る 2 地点間の最大距離が 5 0 メ ー ト ル を超 えな い作業に限 る 。)

4 ブ レ ー カ ー ( 手持式の も の を 除 く 。) を使用 す る 作業 ( 作業地点が連続的 に移動す る 作業 に あ っ

て は 、 1 日 にお け る 当該作業に係 る 2 地点間の最大距離が 5 0 メ ー ト ル を超 え な い作業 に限 る 。)
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資料 1 2 公害関係事犯検挙状況

( 昭和 6 0 年 1 月 ~ 1 2 月 )

※
廃棄物

処 理

水濁法
砂 利

採取法
河川法

と 畜

場 法

自 然

公園法

漁 業

法 等
海岸法

へい獣
処 理

場 法

自然環
境保全
条 例

合 。十
前 年

同 期

件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人

岩 美 2 2 6 6 8 8 1 3 1 3

鳥 取 2 2 14 牟･■‐‘▲ 3 3 2 3

郡 家 1 1 1 2 7 7 1 8 1 9 1 0 1 0

智 頭 ｣1I- 114 2 2 3 3 6 8

浜 村 11 ｣1I- 3 7 2 3 6 1 1 9 1 2

倉 吉 1O 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1 1

八 橋 2 2 1 3 1 1 4 6 9 1 0

米 子 T且 一11 1 1 2 2

境 港 1 1

溝 口
｢

2 2 2 2 2 2

黒 坂 3 3
｣

3 3 1 1

合 。十 33 34 2 2 8 1 0 1 4 1 8 2 3 59 67

前 年
同 其日

48 52 3 2 1 0 1 4 1 2 1 3 63 73

( 県警生活保安課調べ )

公害苦 情取扱い伏况
( 昭和 6 0 年 1 月 ~ 1 2 月 )

措 置 別＼＼＼＼＼ 公害種別 大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒音 振動 地盤沈下 悪臭 その他 合話
受 理 件 数

｢

2 9 イー｣ 9 3 9

措置別
話 合 い あ っ せ ん

警 告 ･ 指 導 2 9 1 2 3 2

検 挙 5 5

他 機 関 通 報 1 1

措 置 不 能 1 1

そ の 他

前 年 苦 情 受 理 件 数 114 1･I-
｣

2 5 4 5 7 2

( 県警生活保全 。果掴べ )

- 1 7 4 -



資料 協 昭和 6 0 年度環境保全関係予算等の概要

◎ 環 境 保 全 。果

◎ @

⑲

( 単位 : 千 円 )

事 業 名 6 0年度予算 備 考

( 目 ) 環 境 保 全 費

清 掃 指 導 費

環 境 保 全 行 政 費

大 気 汚 染 防 止 対 策 費

水 質 汚 濁 防 止 対 策 費

騒 音 防 止 対 策 費

振 動 防 止 対 策 費

悪 臭 防 止 対 策 費

地 盤 沈 下 防 止 対 策 費

海水浴場整備促進指導費

環 境 影 響 。平 価 推 進 費

6, 7 6 5

2 , 4 6 7

5 , 3 2 0

2 0 0 8 2

9 9 4

3 3 7

6 , 8 1 0

1 6 9 6

2 1 9

3 8 0

一般廃棄物処理指導費 2, 8 0 0

産業廃棄物処理指導費 8 4 0

浄化槽指導費 2, 3 1 9

国体関係清掃指導費 8 0 6

審議会等開催費 8 3 9

環境保全推進費 1 , 6 2 8

ばい煙調査費 6 1 8

環境汚染物質調査費 1 , 3 6 6

境港外港竹内地区埋立事業環境監視費 3 0 9 6

汚染物質排出量鋼査 2 4 0

事業場排水捌査指導費 3, 7 5 8

二級河川等調査費 1 , 4 8 6

水質測定計画作成費 4 2 0

環境基準常時監視費 8, 4 8 3

中海水質汚濁防止対策協議会運営費 4 4 0

湖沼水質総量規制検討調査費 2 9 8

湖沼水質保全計画策定費 1 , 0 0 0

中海水質管理計画推進費 1 , 7 1 0

水質浄化対策推進費 8 2 8

窒素 隣排水基準測定事業費 1 , 6 5 9

。十 4 5 0 7 0
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◎ 自 然 保 護 。果

( 単位 千円 )

事 業 名 6 0年度予算 備 考

( 目 ) 環 境 保 全 費

自 然 環境保全 審議会費

自 然 保 護 行 政 費

自 然 保 護 対 策 費

公 園 調 査 及 び 管 理 費

公園 等施 設整備事業費

温 泉 審 議 会 費

温 泉 振 興 対 策 費

自然保護思想普及啓蒙事業

自 然科学館管理運営 費

保全地域調査及び管理費

9 8 0

3 5 1 8

9 3 2

2 6 4 6 7

1 3 8 , 9 0 0

1 , 3 2 3

1 0 7 8 3

2 2 6 7

4 , 1 6 8

1 0 2 4

自 然保護費 2, 3 3 8

50周年 。己念事業。十画策費 1 8 0

自 然環境基礎凋査費 1 , 0 0 0

自 然保護用地管理事業費

国立公園施設管理費 2 1 0 4 2

国定公園施設管理費 5 3 2

公園計画等爛査指導費 3 7 2

中 国 自 然歩道施設管理費 4 5 2 1

大 山隠岐国立公園施設整備事業費 1 2 5 4 0 0

氷 ノ 山後山那岐 山国定公園 〃 1 0 0 0 0

県立公園 〃 3 , 5 0 0

温泉調査指導監督費 8 4 9

浜村温泉保全轟査事業費 5 5 5 4

関金温泉保全調査事業費 43 8 0

自 然解説事業費 1 , 2 0 6

自 然 を守 る 少年教室事業費 7 9 1

自 然歩道利用促進費 2 7 0

大山 自 然科学館管理運営費 1 2 5 5

山 陰海岸 " 2 9 1 3

。十 1 9 0 3 6 2

八
m
WY
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資料 1 4 市町村の公害行政機構

市町村名 公害行政担当部･。果名 公害対策審議会設置 公害対策協議会設置

市
市
市
市
町
町
村

町
町
町
町
町
町
村

町
町
町
町
町
村
町
町
町
町
町
町
町
町
町
町
村
町
町
町
町
町
町
町
町

取
子
吉
港
府
美
部
家
岡
原
東
桜
瀬
治
頭
高
野
谷
合

郷
朝
金
条
栄
伯
碕
伯
見
本
朝

山
和
山
南
野
府

□
鳥

米
倉
境
国
岩
福
郡
船
河

八
若
用
佐
智
気
鹿
青
羽
伯
東

三
関
北
大
東
赤
西
会
岸
日
淀
大
名
中

日
日
江
溝

罧
室
課
課
課
課
課
課
課
課
謀
課
罧
課
揉
罧
課
課
裸
課
課
課
踝
課
課
課
課
課
課
罧
課
罧
室
揉
課
揉
課
課
謙
罧

境麟
鯰
境
健

生
発

全
逐畿競

綴
綵
民
民
民
健
生
健
祉
民
生
生
祉
生
務
務
民
民
民
民
民
民
健衛

民開
画
民保画

画健
民画

民健
健

鴬
鰤
祉
生

1
1

“
下

厚
福
民
町
町
住
保
民
保
福

町
民
民
福
民
総
総

町
柱

町
町
町
町
保
保
町
企
企
町
環
企
企
保
町
企
町
保
保

会
聡

7
1

5
2

1
4

o
o

3
1

2
1

1
2

1
1

1
4

1
1

8
1

議
o

･
審
1

0
1

0
0

4
3

1
1

0
7

2
4

1
2

0
9

6
3

8
7

3
4

全
館

1
1

1

蜥端鞠
鮑

45
47

芻
得

篤
47

第
篤

芻
第

46
47

46
第

蠣
46

48
46

芻
第

館
環

o
o

昭和45.7.27
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資料 1 5 市町村の環境関係条例制定状況

条 例 公 布 名 施 行 日

鳥 取 市 自 然保護 お よ び環境保 全 条例

米 子 市 環 境 保 全 条 例

倉 吉 市 公 害 防 止 条 例

境 港 市 公 害 防 止 条 例

大 栄 町 環 境 保 全 条 例

大 山 町 環 境 保 全 条 例

赤 碕 町 環 境 保 全 条 例

東 伯 町 環 境 保 全 条 例

三 朝 町 環 境 保 全 条 例

関 金 町 環 境 保 全 条 例

西 伯 町 環 境 保 全 条 例

羽 合 町 環 境 保 全 条 例

東 郷 町 環 境 保 全 条 例

岩 美 町 環 境 保 全 に 関 す る 条 例

日 吉 津 村 環 境 保 全 に 関 す る 条 例

昭和
4 7 1 0 . 1 3

4 7 . 6 2 8

4 8 . 9 1 3

4 8 1 2 2 4

4 8 . 1 2 1 4

4 8 7 2

4 9 . 4 1

5 4 1 0 1

5 4 . 3 2 7

5 3 . 3 2 9

4 9 3 2 3

4 9 9 3 0

4 9 1 0 1

6 0 3 2 2

6 0 1 1 1 6

昭和
4 7 1 0 1 3

4 7 7 1

4 9 1 . 1

4 9 6 1

4 9 1 1

4 8 7 2

4 9 . 4 1

5 4 1 0 1

5 4 9 2 6

5 3 3 . 2 9

4 9 3 2 3

4 9 9 3 0

4 9 1 0 1

6 0 3 2 2

6 0 1 1 1 6

艇
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資料 l 6 市町村及び住民の公害防止協定締結状況

ゆ

締 結 当 事 者
業 種 締結年月 日 備 考

市町村等 締結企業 ( 工場 ) 等

鳥 取 市

住 民

光和金属工業㈱ ノ
鳥取 ア ル マ イ ト ㈱

鳥取旭工業㈱

上原 メ ッ キ工業

大洋住研ホ ー ロ ー㈱

㈱ 山陰 カ フ ー総合現像所

㈱ ア サ ヒ メ ッ キ

協同組合鳥取鉄工セ ンタ ー他 8 社

㈱鳥取菓子工業セ ン タ ー他 3 社

山根金属工業㈱

三洋製紙㈱

鳥取三洋電機㈱

鳥取ダ イ ヤ モ ン ド電機㈱

大同端子製造㈱

丸栄金属製作所
鳥取県

金 属 製 品
ん7

"7

"

窯 業

写 真 現 像

金 属 製 品
れ7

食 料 品 製 造

金 属 製 品

製 紙

電 気 製 品
ん7

んッ

機 械 製 。。
工 業 試 験 場

汚 水 処 理 施 設

昭和
4 8 1 2 2 8

5 4 7 . 2 5

5 0 1 2 . 2 9

れリ

れ7

"

"

5 1 7 2 6

5 2 9 1 0

5 0 1 2 2 9

‘7

5 1 4 1

5 7 . 9 8

乙ッ

メツ

5 2 . 1 1 0

工業団地進出企

業 と の協定

市立会

米 子 市

住 民 米子市

ア ス フ ァ ル ト 合材㈱

清 掃 工 場 建 設

アス フ ァ ル ト ブフ ン ト

5 2 8 . 1 9

5 6 1 0 2 0 市立会

倉 吉 市

住 民

日 本チ ッ プ工業㈱

㈱明治機械製作所

関金生 コ ン㈱

東伯町長他

倉吉市農業協同組合

打吹建設㈱

神鋼機器工業㈱

木 材 ･ 木 製 品

機 械

生 コ ン プ ラ ン ト

清 掃 工 場 建 設

畜 産

アス フ ァ ル ト プフ ン ト

機 械

4 7 . 2 1 6

4 7 7 2 0

4 8 2 1 4

4 8 1 0 2 2

4 9 9 2 7

4 7 1 1 . 8

5 0 2 2 1

市立会

境 港 市 日 本石油㈱ 石 油 4 9 9 2 0

福 部 村 同和建設㈱ アス フ ァ ル ト プフ ン ト 4 6 1 0 2 7

国 府 町 寺本孝太良 ( 養鶏 )

㈲伊藤プ ロ イ フ ー

畜 産 4 8 8 . 2 4

4 8 1 2 . 2 8

岩 美 町 三洋デ ュ フ セ ル㈱ 乾 電 池 製 造 業 5 8 5 7

郡 家 町 ㈱藤原組

郡家建設㈱

アス フ ァ ル ト プフ ン ト 5 1 1 2 9

5 1 . 1 1 . 2 5

河 原 町 鳥取八木電子㈱ 電 気 製 品 製 造 4 8 1 0 1 9
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締 結 当 事 者
業 種 締結年月 日 備 考

市町村等 締結企業 ( 工場 ) 等

八 東 町 昭和樹脂化工㈱

朝倉 勲

八東町農業協同組合

化 学 製 。。

畜 産

召和
5 1 7 3 0

5 1 1 2 8

5 3 4 1 5

青 谷 町 鳥取 ト ク オ カ株式会社 繊 維 製 品 6 0 1 2 . 5

羽 合 町 倉吉魚市場㈱

鳥取県

水 産 食 料 品

天神川流域 ･ 下水道
終末処理場設置

4 7 . 6 、 1

5 1 5 1

泊 村 富士西産業㈱ 食 料 品 製 造 4 8. 1 0 1 9

三 朝 町 小椋興業㈲

鳥取県中部森林組合

中部砂利生産協同組合

田栗信稔

川本仁志

小椋興業㈲

土 石

木 材 ･ 木 製 品

土 石

畜 産
ん7

土 石

5 7 8 2 0

5 7 1 0 1 4

5 8 5 2

6 0 5 1 5

6 0 8 1 3

6 1 5 7 区長立会

北 条 町 山 陰 自動車整備工業㈱

中部建設協同組合

三陽合繊㈱

前川菊次

北条町農業協同組合

中部舗装㈱

北条町農業協同組合

県央 自 動車協同組合

車 輌 整 備

土 石

紡 績

農 産 物 処 理

フ イ ス セ ン タ ー

アス フ ァ ル ト プフ ン ト

畜 産

車 輌 整 備

5 0 9 2 0

5 0 6 2 8

5 3 1 0 5

5 2 6 1 3

5 2 3 1 9

5 5 1 1 8

5 6 6 1 5

5 6 8 2 0

大 栄 町

住 民

㈱ 河 鶴

大栄町農業協同組合

東伯町農業協同組合

鳥取 サ ン シ ャ イ ン セ ン タ ー

新興螺子㈲

㈲岡崎種鶏場

大栄町農業協同組合

扶桑木材㈱

大栄町農業協同組合堆肥セ ン タ ー

乙7 47

食 料 品 製 造

木 材 木 製 品

畜 産

ク J - - ン グ

機 械 部 品 製 造

畜 産

フ イ ス セ ン タ ー

建 材

肥 料

5 1 1 1 1 7

5 2 1 2 2 0

5 5 2 2 5

5 0 4 1 1

5 5 5 3 0

5 9 5 1 1

5 2 1 1 1 1

4 7 1 2 0

5 6 1 0 3

5 7 1 2 1 3

5 8 7 2 7

( 大根つけ も の )

( パ ー ク 粉 砕 )

町立会

赤 碕 町 富士西産業㈱

赤碕町農業協同組合

赤碕生 コ ン㈱

上野水産㈱

赤碕町農業協同組合

食 料 品 製 造

農 産 物 加 工

生 コ ン プ フ ン ト

水 産 食 料 品

フ イ ス セ ン タ ー

4 8 . 1 0 2 8

5 1 . 1 2 1 5

4 9 1 2 2 7

4 9 1 2 2

5 3 1 2 7

県立会

- 1 8 0 -



締 結 当 事 者
業 種 締結年月 日 備 考

市町村名 締結企業 ( 工場 ) 等

東 伯 町

住 民

東伯町農業協同組合

下伊勢畜産団地組合

東伯町農業協同組合

畜 産

“
畜 産 農産物加工

畜 産

昭否も 8 1
5 3 2 2 0

5 2 4 2 7

5 2 1 2 2 8

5 3 3 2

5 3 8 1 0

5 3 9 6

5 5 3 . 2 5

町立会

名 和 町

住 民

山陰畜産㈱

㈲山水園

山陰畜産㈱

㈱鳥取県食肉セ ン タ ー

枝谷純拓

名和食鶏㈲

畜 産 4 8 1 2 1 4

5 1 . 5 . 1 0

4 9 6 1 0

5 7 7 3 0

5 0 . 1 0 1 1

5 4 . 1 0 2 4

町立会

大 山 町 ㈱近畿北 コ ン

㈱片木 ア ル ミ ー ュ ー ム製作所

生 コ ン プ フ ン ト

非 鉄 金 属 製 品

4 8 1 3 1

6 0 1 0 1 7 部落立会

西 伯 町 江崎 グ j コ ㈱ 食 料 品 製 造 4 9 . 1 1 2 0

淀 江 町

住 民

大勇 自 動車

㈱大協組

山根 巌

山本金属工業㈱

鳥取県経済農業協同組合連合会

㈱ ツ カ サ製作所

一 ュ ー キ ン グ

米子精工㈱

山陰食鶏農業協同組合

車 輌 整 備

土 石

病 院 建 設

電 気 製 品 製 造

食 料 品 製 造

電 気 製 品 製 造

パ チ ン コ 店

機 械 加 工

畜 産

5 0 5 1 5

4 9 1 0 2 1

5 3 1 2 2 5

4 8 1 2 2 8

5 3 8 . 1 7

5 0 1 2 2 8

5 8 6 2 3

5 1 2 1 3

4 9 5 . 3 1

5 9 8 1 7

町立会

会 見 町 栗村製作所

西部製砂協同組合

機 械 器 具 製 造

土 石

49 5 1 5

5 6 6 2 9 県立会

日 吉津村 王子製紙㈱ パ ル プ ･ 紙 製 品 5 1 1 0 8 県立会

日 野 町 矢崎部品㈱ 電 気 製 品 5 1 6 1

日 南 町

住 民

邑産業㈲

㈱ 日 清畜産セ ン タ ー

生山砿業㈱

、 日 南町
山陰食鶏農協 三吉食鶏組合

土 石

畜 産

土 石

畜 産

5 4 8 2 0

4 9 1 0 2

5 2 2 1 5

5 4 7 3 1

5 4 8 2 8

‐ 1 8 1 -



資料 1 7 県内石油製品年度別使用量の推移

資料 1 8

( 単位 : kI )

年度＼~賞品別 揮発油 ナ フ サ
ソ エ ソ ト

燃料油
灯 油 軽 油 A重油 B 重油 C 重油

燃料油
合 。十

53年度
使 用 量 218 , 1 76 8 9 1 7 6 , 1 87 1 08 , 922 145 , 2 58 1 35 , 9 23 52 ,2 73 1 35 , 1 38 8 10 ,7 94

( 構成比 ) ( 26 9% ( 1 1 9そり ( 0 8の ( 1 3 4 % ) ( 1 7 9 % ) ( 1 6 8 の ( 6 4 % ) ( 1 6 7 % ) ( 1 00 0% )

前年伸率 7 9 △ 34 0 △ 1 2 3 8 0 1 1 6 10 7 △ 9 1 7 2 6 7

54年度
使 用 量 225, 3 1 5 3 , 587 13 ,729 1 1 0 , 82 1 1 62 , 26 1 145 , 920 49 , 005 1 30 , 920 84 1 ,5 58

( 構成比 ) ( 26 8 % ( 0 4%) ( 1 6% ) ( 1 3 2 % ) ( 1 9 .3 % ) ( 1 7 3 % ) ( 5 8 % ) ( 1 5 6 % ) ( 1 00 0% )

前 年伸率 3 3 ハ 59 8 22 1 9 1 7 1 1 7 7 4 △ 6 3 △ 3 1 3 8

騎年度
使 用 量 222 229 1 526 1 4･ 855 1 1 2 1 36 1 64 0乙躬 1 07 703 “L 332 1 1 5 934 782 763

( 構成比 ) ( 28 4 の ( 0 2%) ( 1 9% ) ( 14 3 % ) ( 2 1 0 % ) ( 1 3 8 の ( 5 7 % ) ( 1 4 8 % ) ( 1 00 0 % )

前年 伸率 △ 1 4 △ 57 5 8 2 1 2 1 1 △ 26 2 △ 9 5 △ 1 1 4 /、 7 0

56年度
使 用 量 226 , 084 O 1 4. 1 69 1 1 1 , 883 1 69 , 1 24 1 1 2 975 32 , 890 1 1 0 080 777 , 2 05

( 構成比 ) ( 29 1 の ( 0%) ( 1 8の ( 1 4 4 の ( 2 1 8 % ) ( 1 4 5 % ) ( 4 .2 % ) ( 1 4 2 % ) ( 1 00 0% )

前年伸率 1 7 △ 4.6 △ 0 2 3 1 4 9 △ 25 8 △ 5 0 △ 0 7

57年度
使 用 量 225, 2 90 O 1 4, 1 85 1 03 , 609 1 58, 763 1 1 7 , 956 21 , 89 1 93 689 735 桜粥

( 構成比 ) ( 30 6 %) ( 0%) ( 1 .9% ) ( 14 1 の ( 2 1 6 % ) ( 1 6 0 の ( 3 0 % ) ( 1 2 8 % ) ( 1 00 0% )

前 年伸 率 △ 0 4 0 1 △ 7 4 △ 6 1 4 4 △ 33 4 △ 14 9 △ 5 4

58年度
使 用 量 225 340 O 1 5 , 242 1 26 835 1 69 , 508 1 1 7 , 5 70 23 1 62 1 05 , 7 33 783 390

( 構成比 ) ( 28 8 の ( 0%) ( L9の ( 1 6 2 % ) ( 2 1 6 % ) ( 1 5 0 の ( 3 0 の ( 1 3 5 % ) ( 1 OO O% )

前 年伸率 0 0 7 .5 22 4 6 8 △ 0 3 5 8 1 2 9 6 5

59年度
使 用 量 21 1 , 1 0 1 O 1 5 798 1 1 1 , 054 1 59 , 654 n 2 55 1 1 7 , 942 1 09 , 660 7 37 , 760

( 構成比 ) ( 28 6 の ( 0%) ( 2 1の ( 1 5 1 の ( 21 6 % ) ( 1 5 3 の ( 2 4 % ) ( 14 9 の ( 1 00 0% )

前年伸率 △ 6 3 3 6 △ 1 2 4 △ 5 8 △ 4 3 △ 22 5 3 7 △ 5 8

60年度
使 用 量 21 上3 1 5 O 21 , 1 38 1 1 4 55 1 1 60 4 1 0 1 1 0 1 64 1 7 , oo l 1 05 562 740 14 1

( 構成比 ) ( 28 5 %) ( 0%) ( 2 8の ( 1 5 5 % ) ( 2 1 7 9の ( 1 4 9 の ( 2 3 の ( 14 3 % ) ( 1 00 0% )

前 年伸 率 0 1 33 8 3 1 0 5 △ 2 1 △ 5 2 込 3 7 0 3

/
^明

く

( 県 ･ 通商観光課渦べ通産省発行の ｢ エ ネ ルギ ー生産

県内 自動車保有台数の推移

需給統。十月 報｣ に よ る )

の , 1 万台

昭和 5 4 3

5 5 3

5 6 3

5 7 3

5 8 3

5 9 3

6 0 3

6 1 3

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

のののののめのめののの鈴のるの

めのめの&④⑰&

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

ゐののめのめのめのめの⑧①あの

　　　　　　　　　　　　　　　

ゐののののののめのので

　　　　　　　　　　　　　　　

のめあるあのののめののあのある

　　　　　　　　　　　　

( 2 1 1 5 2 7 台 )

( 2 2 7 0 2 1 台 )

( 2 3 7 , 6 7 9 台 )

( 2 4 7 , 6 3 5 台 )

( 2 5 7 2 8 4 台 )

( 2 6 4 , 6 2 4 台 )

( 2 7 0 9 0 5 台 )

( 2 8 1 , 5 9 6 台 )

( 鳥取県陸運事務所捌べ )

- 1 8 2 -
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資料 l 9 環境基準類型指定概要図

凡例= 軽 城 名 睦月団類 型l

降増榧冤中國 岬 A I 日 本 海

腔葵器機顔艶 3 2牽城 A l 蒲生川
(謀譜や憊. 20 海城 B l千他=下流 ( 有富川 l l香轄混下驚か‘が下部脳 9 M 河川 A 天 と姶鰊から下流) M 河i = A

　　　　　 　　 　 　 　 　 　 　　 　　　　蛇 ′ l i - - 湖 山 池 全 域 46 9 1 4 湖沼 A
i l l 東郷池

東 郷 池 全 域 ･6 9 1 4 湖沼 A j - , 大路′ l　 　

= 川 三徳川

法勝寺川 川 佐治川 千代川上流 ( 有割= ,6 9 1 4 河川 船

褻 日野橋霧 ら圭話" 14 河川 皺

j
｣
①
の
ー



資料 2 0 水質の経年変化 (昭和 5 5 ~ 6 0 年度)

水 域 名 地 点名
B O D 年 平 均 値 ( 略 / “ )

55年度 56年度 57年度 58年度 59年度 60年度 55 年度

〔河 川 〕

( 一級河川 )

千 代 川 水 系

千 代 川

八 東 川

私 都 川

佐 倫 川

天 神 川 水 系

天 神 川

小 鴨 川

三 徳 川

加 茂 川

賀 露

行 徳

源大橋

稲 常

佐 貫

市 瀬

毛 谷

米 岡橋

万代寺

岸 野

下門尾

別 府

田 後

小 田

大 原

今 泉

穴 鴨

巌 城

河原町

関 金

今 西

横 手

片 柴

森

1 7

0 8

0 8

0 7

0 7

0 6

0 6

0 6

0 6

0 6

0 8

0 6

0 9

0 9

0 7

0 6

0 7

0 8

0 7

0 6

0 6

0 8

0 6

0 6

1 .5

0 9

0 9

1 0

0 8

0 7

0 7

0 8

0 8

0 6

0 9

0 7

1 2

1 2

0 7

0 6

0 6

0 9

0 6

0 5

0 6

0 9

0 7

0 6

2 0

1 0

0 9

0 9

0 9

1 1

0 8

1 0

1 1

0 8

1 0

0 9

1 6

1 9

1 1

0 8

0 6

1 4

1 0

0 6

0 6

1 2

0 8

0 6

1 5

1 1

1 1

1 0

0 9

1 1

0 8

1 0

1 0

0 8

1 2

0 9

1 1

1 4

0 8

0 7

0 6

0 8

0 7

0 7

0 6

0 9

0 7

0 6

1 5

1 0

1 1

0 9

0 8

1 1

0 8

0 9

0 9

0 7

0 9

1 0

1 0

1 4

0 7

0 7

0 5

0 7

0 6

0 6

0 5

0 7

0 6

0 5

1 2

1 1

l o

0 8

1 0

1 3

0 9

1 0

1 0

0 9

0 9

1 0

1 4

1 1

0 6

0 6

0 6

0 8

0 6

0 6

0 5

0 8

0 7

0 6

0 6~ 2 8

0 5~ 1 5

<0 5~ 1 1

<0 5~ 1 5

<0 5~ 1 0

<0 5~ 1 4

<0 5~ 1 1

<0 5~ 0 9

<0 5~ 1 3

<0 5~ 1 0

<0 5~ 1 6

<0 5~ 1 1

<0 5~ 1 5

0 5~ 2 5

0 5 ~ 1 5

0 5~ 0 9

0 5~ 2 0

<0 5~ 1 3

<0 5~ 1 3

<0 5~ 1 0

<0 5~ 1 3

<0 5~ 1 7

<0 5~ 1 0

<0 5~ 0 9

( 互 ) / y 環境基準 に不適合の 日 数 /総測定 日 数

艇

- 1 8 4 -



x / y

56 年度 57 年 度 58 年 度 59 年 度 60 年度 55年度 56年度 57年度 58年度 59年度 60年度

0 9~ 2 3

0 5~ 1 8

0 5~ 1 6

0 5~ 1 9

<0 5~ 1 4

<0 5~ 1 4

<0 5~ 1 2

<0 5~ 1 4

<0 5~ 1 8

<0 5~ 1 0

0 5~ 1 5

<0 5~ 1 1

<0 5~ 2 2

0 5~ 3 5

<0 5~ 1 2

<0 5~ 0 8

<0 5~ 0 8

<0 5~ 1 3

<0 5~ 1 0

<0 5~ 0 9

<0 5~ 0 9

<0 5~ 1 6

<0 5~ 1 1

<0 5~ 0 8

1 0~ 3 .4

0 6~ 22

0 6~ 1 4

0 5~ 23

<0 5~ 2 . O

<0 5~ 2 . 3

<0 5~ 1 5

0 5~ 1 9

<0 5~ 2 5

<0 5~ 1 4

<0 5~ 2 1

<0 5~ 1 8

<0 5~ 3 1

1 1 ~ 3 8

0 7~ 1 8

<0 5~ 1 1

<0 5~ 1 0

0 6~ 2 8

0 5~ 1 7

<0 5~ 0 8

<0 5~ 1 . O

<0 5~ 2 1

<0 5~ 1 6

<0 5~ 1 1

0 7 ~ 2 8

<0 5~ 1 7

<0 5~ 2 0

<0 5~ 1 6

<0 5~ 1 9

0 5 ~ 1 9

<0 5~ 1 3

<0 5~ 1 7

<0 5~ 1 5

<0 5~ 1 4

0 6~ 2 0

<0 5~ 1 6

0 5~ 1 9

0 5~ 4 0

<0 5~ 2 0

<0 5~ 1 6

<0 5~ 0 9

<0 5~ 0 9

<0 5~ 0 9

<0 5~ 1 0

<0 .5 ~ 0 8

0 5 ~ 1 3

0 5 ~ 0 9

<0 5~ 0 8

<0 5~4 8

0 7~ 1 7

0 5~ 2 0

0 6~ 1 4

<0 5~ 1 4

<0 5~ 2 2

<0 5~ 1 1

<0 5~ 1 3

<0 5~ 1 7

<0 5~ 1 1

<0 5~ 1 2

<0 5~ 1 6

<0 5~ 1 7

0 5~ 4 8

<0 5~ 2 5

<0 5~ 1 6

<0 5~ 0 6

0 5~ 1 0

<0 5~ 1 0

<0 5~0 8

<0 5~ 0 6

<0 5~ 1 4

<0 5~ 1 0

<0 5~ 0 8

0 7~ 2 6

0 7 ~ 1 8

0 5 ~ 1 7

<0 5~ 1 3

0 5~ 1 8

0 6~ 2 6

<0 5~ 1 7

0 5~ 1 7

<0 5~ 1 8

<0 5~ 1 4

0 5~ 1 4

<0 5~ 1 6

<0 5~ 2 7

<0 5~ 2 1

<0 5~ 1 0

<0 5~ 0 9

<0 5~ 0 8

0 5~ 1 5

<0 5~ 1 1

0 5~ 0 7

<0 5~ 0 7

0 5 ~ 1 2

<0 5~ 1 1

<0 5~ 1 0

4 /1 2

0 /1 2

2 /1 2

2 /1 2

0 /1 2

2 /1 2

1 /1 2

/1 2

/1 2

/1 2

/1 2

/1 2

0 /24

2 /30

1 /1 2

0 /1 2

1 /1 2

/1 2

/1 2

/1 2

/1 2

/1 2

/1 2

/1 2

2/ 1 2

0 /1 2

5 /1 2

5 /1 2

3 /1 2

3 /1 2

2 /1 2

/1 2

/1 2

/12

/1 2

/1 2

1 /24

1 /30

1 /1 2

0 /1 2

0 /1 2

/1 2

/1 2

/1 2

/1 2

/1 2

/12

/1 2

3/ 1 2

1 / 1 2

3/ 1 2

3/ 1 2

4/ 1 2

4/ 1 2

2/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

5/ 24

10/ 30

4/ 1 2

1 / 1 2

0/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 12

2 / 1 2

0 / 1 2

8 / 1 2

5 / 1 2

3 / 1 2

4 / 1 2

3 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

0 / 1 2

3 / 30

3 / 30

1 / 1 2

0 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 12

/ 1 2

2/ 1 2

0/ 1 2

5/ 1 2

2/ 1 2

3/ 1 2

6/ 1 2

1 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

0/ 1 2

4/ 29

2/ 30

3/ 1 2

0/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

1 / 1 2

0/ 1 2

6/ 1 2

2 / 1 2

5/ 1 2

7/ 1 2

4/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

2/ 1 2

1 / 30

0/ 1 2

0/ 1 2

0/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 12

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

- 1 8 5 -



水 域 名 地 点名
B O D 又は C O D 年平均値 ( 唯 / “ )

55年度 56年度 57年度 58年度 59年度 60年度 55 年度

日 野 川 水 系

日 野 川

法 勝 寺 川

板 井 原 川

( 二級河川 )

蒲 生 川

塩 見 用

河 内 川

勝 部 川

由 良 川

加 勢 蛇 川

阿 弥 陀 川

佐 陀 川

( 都市河川 )

旧 袋 川

玉 川

旧 加 茂 川

〔湖 沼 〕

湖 山 池

東 郷 池

多 鯰 ケ 池

中 海

〔海 域〕

美 保 湾

日 本海沿岸

皆 生

車 尾

八 幡

溝 口

武 庫

下 榎

生 山

矢 戸

福 市

法勝寺

高 尾

3 地 点

ろ7

“
れ7

れツ

7 地 点

5 地 点

5 地 点

4 地点

ん7

3 地 点

5 地 点

8 地 点

0 7

0 9

0 6

0 6

0 7

0 6

0 6

0 6

0 9

0 7

0 5

0 5~ 0 6

0 6~ 1 2

《) 5~ 1 1

0 7~ 1 4

0 8~ 1 8

0 7

0 8~ 1 2

1 0~ 1 5

2 6~ 1 2

0 8~ 2 3

7 6~ 1 2

4 5 ~ 4.9

3 9 ~ 4 1

3 0 ~ 3 1

2 1 ~ 5 9

1 2 ~ 2 2

0 7 ~ 1 4

1 3

1 1

1 0

1 1

0 8

0 8

0 9

0 7

1 2

0 9

0 7

0 6 ~ 0 7

0 6 ~ 1 2

0 6 ~ 1 0

0 8 ~ 2 0

1 4 ~ 2 0

0 6 ~ 0 9

0 6 ~ 0 9

0 9 ~ 1 2

3 1 ~ 5 5

0 8 ~ 1 6

7 1 ~ 1 2

4 9 ~ 5 7

3 8 ~ 3 9

3 6 ~ 3 9

2 7 ~ 6 6

1 2 ~ 2 4

0 8 ~ 1 4

1 2

1 2

1 0

1 1

0 8

0 6

0 7

0 之

1 4

1 2

0 6

0 7 ~ 0 9

0 8 ~ 1 0

0 8 ~ 1 1

1 1 ~ 2 0

1 2 ~ 2 0

0 7 ~ 0 8

0 6 ~ 0 7

0 8 ~ 1 1

3 2 ~ 5 2

1 1 ~ 1 6

7 4 ~ 1 2

4 3 ~ 4 8

4 8 ~ 4 9

3 5 ~ 3 9

2 1 ~ 5 1

0 8~ 1 5

0 7 ~ 1 0

1 0

1 2

1 0

0 9

0 8

0 8

1 0

0 6

1 1

1 0

0 5

1 2 ~ 1 3

1 1 ~ 1 8

1 0 ~ 2 3

1 0 ~ 1 6

1 2 ~ 2 1

0 6 ~ 0 7

0 9 ~ 2 1

1 1 ~ 1 6

2 8 ~ 5 7

0 8 ~ 1 1

6 7 ~ 1 5

5 .2 ~ 5 5

5 1 ~ 5 4

3 2 ~ 3 4

2 0 ~ 4 9

0 9 ~ 1 9

0 6 ~ 1 0

1 2

1 2

1 0

0 8

0 8

0 7

0 8

0 7

1 2

0 9

0 6

0 9 ~ 1 4

1 4 ~ 2 1

1 1 ~ 1 7

1 3 ~ 2 1

0 9 ~ 2 0

0 5 ~ 0 6

0 8 ~ 1 0

l o ~ 1 1

3 2 ~ 5 0

0 6 ~ 1 1

9 3 ~ 2 4

5 6 ~ 7 9

4 6 ~ 4 7

3 5 ~ 3 9

2 3 ~ 4 7

1 4 ~ 2 2

0 5 ~ 0 8

1 2

1 1

0 7

0 8

0 7

0 6

0 6

0 6

1 0

0 7

0 5

1 0 ~ 1 .9

1 0 ~ 2 5

0 8 ~ 1 4

1 0 ~ 39

1 8 ~ 3 0

0 6 (‐ 1 1

0 8 ~ 0 9

0 9 ~ 1 1

3 3 ~ 4 8

0 9 ~ 2 0

9 7 ~ 2 7

5 9 ~ 6 1

4 2 ~ 4 3

3 0 ~ 3 3

1 7 ~ 4 7

0 9 ~ 1 5

0 6 ~ 0 8

<0 5~ 1 1

<0 5~ 2 6

<0 5~ 0 9

<0 5~ 0 8

<0 5~ 1 2

<0 5~ 0 8

<0 5~ 0 8

<0 5~ 0 7

0 6~ 1 3

<0 5~ 1 2

<0 5~ 0 6

<0 5~ 0 8

<0 5~ 1 .5

<0 5~ 2 1

<0 5~ 2 5

0 6~ 3 6

<0 5~ 1 1

0 6~ 1 8

0 8~ 1 6

0 9~ 2 2

<0 5~ 6 4

4 8~ 2 8

2 6~ 1 1

1 6~ 6 3

2 3~ 3 9

1 1 ~ 1 1

<0 5~ 3 4

<0 5~ 1 9

メ
リ
＼

( 注 ) / y 環境基準に不適合の 日数 /総測定 日 数
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ゆ

B O D 又は C O D最小値 ~最大値 ( 唯 / “ ) x / y

56 年度 57年 度 58 年 度 59 年 度 60 年度 55年度 56年度 57年度 58年度 59年度 60年度

0 6~ 3 2

0 5~ 3 1

<0 5~ 3 2

<0 5~ 3 3

0 5~ 1 3

0 5~ 1 1

0 6~ 1 1

<0 5~ 1 5

0 7~ 3 4

<0 5~ 2 5

<0 5~ 1 1

<0 5~ 1 0

<0 5~ 1 8

<0 5~ 1 . 9

<0 5~ 2 9

0 8~ 3 5

0 5 ~ 1 . 3

<0 5~ 1 3

0 6~ 1 7

1 2 ~ 2 5

0 5~ 5 9

3 1 ~4 6

2 7 ~ 1 2

2 4~ 7 6

2 9 ~4 8

L3~ 2 6

0 5~ 3 6

0 6 ~ 1 8

0 6 ~ 2 8

<0 5~ 2 4

0 5 ~ 2 4

0 5~ 2 1

0 5~ 1 1

<0 5~ 1 0

<0 5~ 1 2

<0 5~ 1 1

<0 5~ 2 6

<0 5 ~ 2 2

<0 5~ 0 8

<0 5~ 1 2

<0 5~ 1 2

0 5~ 0 9

0 6~ 3 7

0 6~ 3 .7

<0 5~ 1 5

<0 5~ 0 8

0 6~ 1 5

0 7~ 1 0

<0 5~ 5 5

3 1 ~ 3 3

2 7~ 8 2

3 0~ 6 4

3 0~ 5 0

1 . 0~ 7 6

<0 5~ 2 6

0 5~ 1 5

<0 5~ 1 5

<0 5~ 2 7

<0 5~ 1 8

0 5~ 1 9

<0 5~ 1 0

<0 5~ 1 2

<0 5~ 3 2

<0 5~ 1 0

0 7~ 1 9

0 5~ 1 9

<0 5~ 0 6

0 7~ 1 8

0 7~ 2 7

<0 5~ 7 .O

<0 5~ 3 0

1 1 ~ 3 1

<0 5~ 1 4

<0 5~ 6 6

0 6~ 3 4

0 6~ 8 2

<0 5~ 2 1

2 8~ 1 00

2 2 ~ 9 8

2 6 ~ 8 2

2 9~ 3 7

0 9~ 1 0

<0 5~ 2 9

0 5 ~ 1 2

0 7~ 1 6

0 5~ 3 1

<0 5~ 2 7

<0 5~ 1 3

<0 5~ 1 5

<0 5~ 1 2

0 5~ 1 4

<0 5~ 1 1

0 5~ 1 8

<0 5~ 1 5

<0 5~ 1 1

0 5~ 2 7

0 6~ 4 2

<0 5~ 3 5

<0 5~ 3 1

<0 5~ 3 7

<0 5~ 1 0

<0 5~ 1 .4

0 5~ 1 . 6

0 7 ~ 1 3

0 5 ~ 3 2

2 5~ 6 7

2 8~ 3 4

2 1 ~ 7 6

2 8 ~ 5 4

1 2~ 8 7

<0 5~ 3 8

<0 5~ 1 4

<0 5~ 3 4

0 5~ 2 4

<0 5~ 1 3

<0 5~ 1 . 2

<0 5~ 1 0

<0 5~ 1 0

<0 5~ 0 9

<0 5~ 0 7

0 5~ 1 7

<0 5~ 1 5

<0 5~ 0 7

0 7~ 3 8

0 7~ 4 8

<0 5~ 1 7

0 6~ 5 4

0 6~ 6 6

<0 5~ 2 6

<0 5~ 1 6

<0 5~ 2 0

1 0~ 1 3

0 5~ 4 6

3 3~ 8 8

3 5~ 1 2

2 8~ 5 7

2 4~ 3 9

0 9 ~ 7 6

<0 5 ~ 3 1

<0 5~ 1 2

0 / 24

1 / 30

0 / 1 2

0 / 1 2

1 / 1 2

0 / 1 2

0 / 12

0 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/1 02

/ 60

/60

39/48

32/48

/ 1 2

53/ 94

9/ 96

0/ 2 1

3/ 24

4/ 30

3/ 1 2

4/ 1 2

2/ 1 2

3/ 1 2

3/ 1 2

1 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/1 1 4

/ 60

/ 60

40/ 48

32/ 48

/ 1 2

47/ 96

1 5/ 96

0/ 2 1

2/ 23

2/ 29

4/ 1 1

5/ 1 1

1 / 1 2

0/ 1 2

1 / 1 2

1 / 1 2

/ 1 1

/ 1 1

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

ん 02

/ 60

/ 60

43/48

46 /48

/ 1 2

43 /96

23/ 96

0/ 24

0/ 1 2

1 / 30

1 2/ 30

3/ 1 2

0/ 1 2

1 / 1 2

2/ 1 2

0/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/1 02

/ 60

/ 60

40/48

40/48

/ 1 2

46/96

3/ 96

0/ 24

0/ 1 2

2/ 30

1 0/ 30

2/ 1 2

3/ 1 2

2/ 1 2

3/ 1 2

1 / 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/11 4

/ 60

/ 60

47/ 48

44/ 48

/ 1 2

44/ 96

1 7/ 96

0/ 24

1 / 1 2

1 / 30

2/ 1 2

3/ 1 2

0/ 1 2

0/ 1 2

0/ 1 2

0/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/ 1 2

/102

/ 60

/ 60

48/48

44/ 48

/ 1 2

26/ 96

4/ 96

○/ 24

- 1 8 7 -



昭和 6 0 年度水質測定結果総括表 (生活環境項目 )

水 域 名 類型 N
p H D 0 ( 朧 / “ )

x / y % m l n ~ m a X x // y % m l n ~ ma X

河川
千 代 川

メソ

天 神 川

れ7

日 野 川 鉛A榮A鉛A CDリムリリリムAUリム
0/ 60

0/ 24

0/ 36

0/ 42

0/ 72

0/42 =̂〕̂Û=〕̂Unu〔U
6 5 ~ 8 . 2

6 5 ~ 7 . 9

7 0 ~ 7 5

7 0 ~ 7 4

6 8 ~ 7 9

6 9 ~ 7 8

0/ 60

1 / 24

0/ 36

3/ 42

0/ 72

3/ 42 =̂〕?&̂U1墨̂U1ユバハマ7Iワ‘
8 2 ~ 1 3

6 8 ~ 1 3

8 8 ~ 1 3

4 3 ~ 1 3

8 4 ~ 1 4

6 0 ~ 1 4

湖沼
湖 山 池

東 郷 池

中 海 AAA 4月性メハマハbT･I▲

1 0/ 48

1 8/ 48

50/ 240

20 8

3 7 5

20 8

7 1 ~ 9 5

7 0 ~ 9 5

7 .0 ~ 9 4

6/ 48

9/ 48

97/ 2 35

1 2 5

1 8 8

4 1 3

4 8 ~ 1 2

4 . 1 ~ 1 3

3 1 ~ 1 4

海域
美 保 湾

乙7

日 本 海 ABA 71豹
23/ 84

3/ 1 2

0/ 77

27 4

25 0

O

8 2 ~ 8 5

8 2 ~ 8 5

8 1 ~ 8 3

26/ 84

0/ 1 2

1 4/ 24

3 1 0

O

58 3

5 7 ~ 9 6

5 5 ~ 9 2

6 8 ~ 8 1

。十

河 川

乙7

湖 沼

海 域 船AAAB れせ̂bメハナQ〕1ユーユリムリリ
0/ 1 68

0/ 1 08

78/ 336

23/ 1 6 1

3/ 1 2

O

O

23 2

14 3

25 0

6 5 ~ 8 2

6 5 ~ 7 9

7 0 ~ 9 5

8 1 ~ 8 5

8 2 ~ 8 5

0/ 1 68

7 / 1 08

1 1 2/ 23 1

40/ 1 08

0/ 1 2

O

6 5

3 3 8

3 7 0

O

8 2 ~ 1 4

4 3 ~ 1 4

3 1 ~ 1 4

5 7 ~ 9 6

5 5 ~ 9 2

合 。十 7 8 1 04/ 785 1 3 2 1 59 ‘/ 727 2 1 9

往 X / y 環境基準 に不適合の 日 数 /総測定 日 数

中海の C O D について は環境基準地点 4 地点及び渡町地先の 5 地点の結果 を集。十 し た も の

- 1 8 8 -
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B O D又は C O D ( 朧/ “ ) S S 又は油分 ( mg / “ ) 大腸菌群数 ( M P N / l oo m l )

x / y % m l ~m a X / y % m 1 n ~ m a X / y % m l n ~ m a x

( B O D )
24/ 60

1 / 24

0/ 36

3/42

5/ 72

2/42

40 0

4 2

O

7 1

6 9

4 8

<0 5 ~ 2 6

0 7 ~ 2 6

<0 5 ~ 1 0

<0 5 ~ 2 7

<コ0 5 ~ 1 3

<0 5 ~ 3 4

( S S )
1 / 60

0/ 24

0/ 36

0/42

0/72

3/ 42 700004イー▲ワー
< 1 ~ 5 4

2 ~ 1 6

< 1 ~ 1 1

2 ~ 1 7

< 1 ~ 1 0

2 ~ 6 8

60/60

24/ 24

36/ 36

42/42

72/ 72

28/42

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

66 7

3 3 × 1 02

~ 2 3 × 1 04

1 1 × 1 03

~ 4 9 × 1 04

2 8 × 1 02

~ 7 .O X 1 04

1 7 × 103

~ 7 0 X 1 04

7 8 × 10

~ 3 3 × 1 04

2 1 × 1 02

~ 1 6 × 1 05

( C OD )
48/48

44/ 48

26/ 96

1 0 0

9 1 7

27 1

3 5 ~ 1 2

2 8 ~ 5 7

0 9 ~ 7 6

( S S )
38/ 48

38/ 48

1 55/ 239

7 9 2

7 9 2

64 9

2 ~ 4 1

3 ~ 2 2

2 ~ 3 4

1 5/48

1 5/ 48

22/ 1 20

3 1 .3

3 1 3

1 8 3

7 8 ~1 1 × 1 0 4

2 7 × 1 0

~2 4× 1 0 4

<1 8 ~2 4× 1 0 5

( C OD )
4/ 84

0/ 1 2

0/78 60nY〔U
月す <0 5 ~ 3 1

0 6 ~ 2 1

<0 5 ~ 2 0

(油 分 )
0/84

0/ 1 2

0/ 78

O

O

O

N D

N D

N D

8/ 84

-/ 12

1/ 24

9 .5

4 2

<1 8 ~8 .0× 1 0 3

1 9 ~3 7× 1 0 3

<1 8~2 2× 1 0 2

29/ 1 68

6/ 1 08

1 1 8/ 1 92

4/ 1 62

0/ 1 2

1 7 .3

5 6

61 5

2 5

O

<0 5 ~ 2 6

<0 5 ~ 3 4

0 9 ~ 1 2

<0 5 ~ 3 1

0 6 ~ 2 1

1 / 1 68

3/ 1 08

2 3 1/ 335

0/ 1 62

0/ 1 2

0 6

2 8

69 .O

O

O

< 1 ~ 5 4

2 ~ 6 8

2 ~ 4 1

N D

N D

168/ 1 68

94/ 1 08

52/ 21 6

9/ 1 08

-/ 12

1 0 0

87 0

24 . 1

8 3

7 8 × m

~7 0X 1 0 4

2 1 × 1 0 2

~1 6× 1 0 5

<1 . 8 ~2 .4× 1 0 5

<1 8 ~8. 0×1 0 3

1 9 ~3 .7 × 1 0 3

1 57/ 642 24 5 235/785 29 9 323/ 600 53 8

で あ る

- 1 8 9 -



資料 2 年 湖 沼 に 係 る 窒素及 び燐 の 排水規制 ( 水質汚濁防止法 )

湖沼の水質汚濁を防止する ため 、 富栄養化の原因物質であ る窒素、 燐について排水基隼が役定さ れ、

柳沼植物プ フ ン ク ト ン の著 し い増殖を もた らすおそれのあ る 湖沼 ( 環境庁長官が定め る湖沼 ) 及び こ れ

に流入する 公共用水域に排出 さ れ る排出水に適用 さ れる 。

( 昭和 6 0 年 7 月 1 5 日 施行 )

1 環境庁長官が定め る湖沼

( 1 ) 窒素に係 る排水基準適用対象湖沼及び位置

湖 沼 位 置

湖 山 池

中 海

東 郷 池

鳥取市

米子市、 境港市、 島根県

羽合町、 東郷町

(2) 燐に係る排水基準適用対象湖沼及び位置

柳 沼 位 置

湖 山 池

多 鯰 ケ 池

中 海

池 の 谷 た め 池

佐 治 川 ダ ム 貯 水 池

東 郷 池

中 津 タ ム 貯 水 池

菅 沢 ダ ム 貯 水 池

鶏 の 他

俣 野川 タ ム 貯 水 池

烏取市

鳥取市、 福部村

米子市、 境港市、 島根県

倉吉市

佐冶村

羽合町、 東郷町

三朝町

日南町

日野町

江府町

2 排水基準

( 1 ) 規制対象事業場

水質汚濁防止法に定め る特定事業場 礁 =

( 排水量 5 0 姪/日 以上 )

( 2 ) 一般基準

窒素含有量 1 2 0 mg/“ ( 日 間平均 6 0 噂/多 )

燐 含 有 量 1 6 噂/多 く 日 間平均 8 噂/“ )

( 一般基準への対応が困難な業種につい ては 、 5 年間暫定基準を適用 )

(3 ) 暫定基準

- 1 9 0 -
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ゆ

項 目 業 種 そ の 他 の 区 分 。午 容 限 度

窒素含有量

( 単位

叩 / “ )

医薬品原末製造業、 医薬品原液製造業、 半導体素子製造業及び集

積回路製造業

1 4 0

( 日 間平均 7 0 )

畜産食料品製造業 ( 肉製品製造業及び乳製品製造業を除 く 。 メ 海

藻加工業、 水産練製品製造業、 冷凍水産食品製造業、 砂糖製造業
( 砂糖精製業を除 く 。 ) 、 動物油脂製造業、 ふ く ら し粉 ･ イ - ス ト ･

そ の他の酵母剤製造業、 穀類でん粉製造業、 単体飼料製造業、 有

機質肥料製造業、 ア ン モ ニ ウ ム ミ ョ ウ バ ン製造業及び下水道業

( し尿投入施長を有す る も の に限 る 。 )

1 8 0

( 日 間平均 9 0 )

発電用 ･ 送電用 ･ 配電用 産業用電気機械器具製造業、 民生用電

気機械器具製造業、 電球製造業、 産業廃棄物処理業 0発棄物の処

理及び清掃に関す る法律 ( 昭和 4 5 年法律第 1 3 7 号 ) 第 2 条第

3 項に規定する産業廃棄物の処分を業 と して行 う 者 0地方公共団

体及び同法第 1 4 条第 1 項ただ し書の規定に よ り 同項本文の許可

を受け る こ と を要 し な い者を除 く 。 ) の長置する廃棄物の処理及び

清掃に関する法律施行令 ( 昭和 4 6 年政令第 3 0 0 号 ) 第 7 条第

6 号に掲げ る施長 ( 以下 ｢中和施没｣ と い う 。 ) を有する も のに限

る 。 ) 及び し尿処理業 ( し尿浄化槽に係る も の又は低希釈 2 段活性

汚泥法の施長を有する も のを除 く 。 )

2 4 0

( 日 間平均 1 2 0 )

水産食料品製造業 ( 海藻加工業、 魚肉ハ ム ･ ソ ー セ ー ジ製造業、

水産棟製品製造業、 冷凍水産物製造業及び冷凍水産食品製造業を

除 く 。 ) 、 染色整理業、 燐及び燐化合物製造業、 へい獣取扱業及び

と 畜場 )

3 0 0

( 日 間平均 1 5 0 )

高純度アル ミ ナ製造業及び溶融亜鉛め っ き 業 4 0 0

( 日 間平均 2 0 0 )

天然ガス鉱業、 い も類でん粉製造業、 にかわ製造業、 ゼ フ チ ン製

造業、 ア ルマ イ ト 加工業及び し尿浄化槽 ( 建築基準法施行令 ( 昭

和 2 5 年政令第 3 3 8 号 ) 第 3 2 条第 1 項の表に規定する 算定方

法によ り 算定 した処理対象人員が 5 0 1 人 ( 柳沼水質保全特別措

置法 ( 昭和 5 g年法律第 6 1 号 ) 第 3 条第 2 項に規定する指定地

域に あ っ ては 、 2 0 1 人 ) 以上であ り 、 かつ 、 し尿を単独に処理

する ものに限る 。 )

5 0 0

( 日 間平均 2 5 0 )

電子機器用 ･ 通信機器用部分品製造業 ( 電子管製造業、 半導体素

子製造業及び集積回路製造業を除 く 。 )

6 0 0

( 日 間平均 3 0 0 )

畜産農業、 なめ し革製造業及び毛皮製造業 7 0 0

( 日 間平均 3 5 0 )

電気 め っ き 業 (鋼材め っ き 業を除 く 。 ) 及び蓄電池製造業 8 0 0

( 日 間平均 4 0 0 )

燐 含 有 量

( 単位

鳴/ “ )

産業廃棄物処理業 0発棄物の処理及び清掃に関す る法律第 2 条第

3 項に規定する産業廃棄物の処分を業 と し て行 う 者 ( 地方公共団

体及び同法第 1 4 条第 1 項ただ し書の規定に よ り 同項本文の 。午可

を受け る こ と を要 し ない者を除 く 。 ) の長置す る廃棄物の処理及び

清掃に関する 法律施行令第 7 条第 1 号に掲げ る施没を有す る も の
に限る 。 メ し尿処理業 ( し尿浄化槽に係 る もの又は{氏希釈 2 段活

性汚泥法の施設を有す る ものを除 く 。 ) 及び下水道業 ( し尿投入施

2 0

( 日 間平均 1 0 )

- 1 9 1 -



項 目 業 種 そ の 他 の 区 分 。午 容 限 度

I

没を有す る もの に限る 。 )

乳製品製造業、 冷凍水産物製造業、 野菜漬物製造業 ( 缶詰、 瓶詰、
つば市を除 く 。 ) 、 味そ製造業、 砂糖製造業 ( 砂糖精製業を除 く 。 ) 、

ビス ケ ソ ト 類 ･ 干菓子製造業、 米菓製造業、 豆腐 ･ 油揚製造業、

単体飼料製造業、 有機質肥料製造業、 産業廃棄物処理業 ( 中和施

段を有する も のに限る 。 ) 、 へい獣取扱業、 と 畜場、 中央卸売市場

及び地方卸売市場

3 0

( 日 間平均 1 5 )

染色整理業 4 0

( 日 間平均 2 0 )

肉製品製造業、 ふ く ら し粉 ･ イ - ス ト ･ そ の他の酵母剤製造業、

冷凍圏理食品製造業、 なめ し革製造業、 毛皮製造業及び し尿浄化

槽 ( 建築基準法施行令第 3 2 条第 1 項の表に規定する算定方法に

よ り 算定 した処理対象人員が 5 0 1 人 ( 湖沼水質保全特別措置法

第 3 条第 2 項に規定する指定地域に あ っ ては 、 2 0 1 人 ) 以上で

あ り 、 かつ 、 し尿を単独に処理する も のに限る 。 )

5 0

( 日 間平均 2 5 )

畜産食料品製造業 ( 肉製品製造業及び乳製品製造業を除 く 。 メ 海

藻加工業、 水産練製品製造業、 冷凍水産食品製造業、 野菜缶詰 ･

果実缶詰 ･ 農産保存食料品製造業 ( 野菜漬物を除 く 。 ) 、 パ ン製造

業、 生菓子製造業、 あん類製造業、 発電用 ･ 送電用 ･ 配電用 ･ 産

業用電気機械器具製造業、 民生用電気機械器具製造業及び電球製

造業

6 0

( 日 間平均 3 0 )

半導体素子製造業及び集積回路製造業 7 0

( 日 間平均 1 2 )

にかわ製造業、 ゼ フ チ ン製造業及び電子機器用 ･ 通信機器用部分

品製造業 ( 電子管製造業、 半導体素子製造業及ひ集積回路製造業

を除 く 。 )

8 0

( 日 間平均 4 0 )

畜産農業、 水産缶詰 ･ 瓶話製造業、 動物油脂製造業及び穀類でん

粉製造業

1 0 0

( 日 間平均 5 0 )

寒天製造業、 い も類でん粉製造業及び電気め っ き 業 ( 鋼材め っ き

業を除 く 。 )

1 4 0

( 日 間平均 7 0 )

水産食料品製造業 ( 水産缶詰 瓶話製造業、 海藻加工業、 寒天製

造業、 魚肉ハ ム ･ ソ - セ - ジ製造業、 水産練製品製造業、 冷凍水

産物製造業及び冷凍水産食品製造業を除 く 。 )

2 0 0

( 日 間平均 1 0 0 )

ア ルマ イ ト 加工業 1 , 0 0 0

( 日 間平均 5 0 0 )

燐及び燐化合物製造業 1 , 8 0 0

( 日 間平均 9 0 0 )

- 1 9 2 -

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　

　　
　　
　
　
　

　　
　

　
　
　
　
　

　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　



@

6

資料 22 水生生物 に よ る 水質 週査結果 ( 昭 和 6 0 年度 )

日 本 海 蒲犯=
塩見; - -

新見! - ○ 北股川

凡 例

き れいな水 ◎

少 し よ ごれた水 〇

実施期間 昭和 6 0 年7 月~ 8 月

河川 数 2 7

地点数 7 9

参加副本 2 4 (小、 中学校)

参力臥数 2 5 3

(建没省凋査分を含む) き た な い水 ○
大変き たな い水 ●



資料 2 3 名 水 一 覧

田 名水 官選 ( 昭和 59年 1 2月 環境庁選定 )

名 称 水の形態 所 在 地 交 通 概 要

あめの ま な い

天の真名井 (湧薙2, 5oo砂日)
西伯郡淀江町高井谷

山陰線淀江駅か ら バス
で 1 0分 さ ら に徒歩 3 分

｢ ア メ ノ マ ナ イ ｣ と は 、 清浄な水 に付 け ら れ る 最大級の敬称で あ り 1
幅 1 5 m 、 奥行 5 m ほ ど の清水の湧 く 美 し い池 を源 と し た水域は 、 地
域の人 々 に利用 さ れ 、 大切に管理 さ れて い る 。

(2 ) 因伯の名水 ( 昭和 60年 6 月 県選定 )

区 分
(田

名 称 亨 交 在 通 学 水 の 形 態 概 要

暮らしの中の泉
ふ せ の し みす

布 勢 の 備 水

気 高 郡 気 高 町 殿

( 山 陰線浜村駅か ら バ ス で 1 5分 )
湧 水

( 湧水量 1 ,00o m3 / 日 )

｢布勢呼神社｣ の境内 の岩の下か ら 宿冷な湧水が豊富に
湧 き 出 して お り 、 今 も 地域の生活用水 と し て活用 さ れて
い る 。

つ の し そ つ

宇野地蔵 ｢タ キ｣
東 伯 郡 羽 合 町 宇 野

( 山 陰線倉吉駅か ら ハ ス て 25分 ) ( 謀量 ,“拶目 )
経文の彫 ら れた 巨岩 と 地蔵三体 を祭 る 法華堂が あ り 、 そ
の 中 に あ る ｢ ダ キ ｣ と 通称 さ れ る 湧水 て地蔵盆行事な ど
で親 し ま れて い る o

はん く つ の いずみ

本 官 の 泉
西 伯 郡 淀 江 町 本 宮

山陰線米子 駅か ら バ ス (大 山寺
行 き ) で 20分 さ ら に徒歩 1 0分〉

湧 水
( 湧水量 15000 が/日 )

水源一帯は めず ら し い亜熱帯性の ク ノ ハ フ ン等が群生 し
てお り 、 豊富な湧水 は 、 生活用水 、 一 ジ マ ス 、 ア マ ゴの
養殖に利用 さ れて い る 。

ふれあい

れ ね か い け

多 鯰 ケ 池
鳥 取 市 覚 寺
岩 美 郡 福 部 村 場 山

( 山 陰線 鳥取駅か ら バ ス で 20分 )

湖 沼
鳥取砂丘に近 く 、 ボ ー ト 遊 び 、 魚つ り な ど観光客 を は じ
め 、 多 く の人 々 に憩 いの場 と し て親 し ま れて い る 伝説の
池 。

せん ん い かわ

千 代 川
( 用瀬町水域 )

八 頭 郡 用 瀬 町

( 因美線用瀬駅か ら 徒歩で 5 分 )
河 川

丁代川の盾流が岸辺 を洗 う こ の水域は江戸時代か ら続 い
て い る 流 し びな の里 と し て 、 町民の心の清流で あ り 、 釣
り 人 、 ド フ イ バ ー の憩 いの場 と な っ て い る 。

さ んの っ ん き

山 王 備 水 域

八 頭 郡 佐 治 村 中

( 鯵趣霧嘴各バス で60分 )
河 川

山王滝 を 中心 と し た 自 然性豊かな美 し い水辺 に は 、 キ ャ
ン プ場 、 遊歩道 な どが整備 さ れ 、 特 に夏 、 秋 は多 く の人
々 が訪れて い る 。

し 、

ふ

れ

あ
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の水辺
ん い せん いけ

大 山 他
東 伯 郡 関 金 町 泰 久 寺

( 霧霧廉努 ら バス で 40分 )
湖 沼

静かな湖面に表大 山 と 蒜山三山が う つ る 美 し い景観は 四
季 を通 じ人 々 に親 し ま れ 、 特 に夏は ボ 一 ト 、 カ ヌ ー を楽
し む人で に ぎ わ う 。

お お の い け

大 野 他
西 伯 郡 大 山 町 飯 戸

( 雰墜姿提暴露劣 ら バ ス で 20 )
湖 沼

湖岸は水際か ら 広が り を みせて野原 と な っ て松林 に連な
り 、 山腹 に いだかれた美 し い湧水の池で四季 を通 じ訪れ
で人々 が多 い 。

つ の い け

鶏 の 池
日 野 郡 日 野 町 下 黒 坂

( 伯備線黒坂駅か ら 4 2 薊 )
湖 沼

標高 400 m の 山頂にあ る 周囲 4 kmの美 しい池で 、 公認の オ ノ エ
ソ ブ ー ノ ン グ コ ー ス をは じめ 、 春の鶏の他マ フ ソ ソな ど人々 の
ふれあいの場 と な っ てい る 。 又、 周辺は野鳥の天国であ る 。

歴史の水

こ り と り がわ

垢 離 取 川
東 伯 郡 三 朝 町 三 徳 山

( 山 陰線倉吉駅か ら バ ス で 30分 )
河 川

霊場三徳山 の雨水 を集め て流れ る 清流 。 昔 、 参拝者が こ
の水 で身 を清め て入山 し た と 伝 え ら れ る ｢身清 め の滝｣
があ る 。

てん の つ すい

天 皇 水
東 伯 郡 赤 碕 町 高 岡

( 山 陰線赤碕駅か ら バス で 15分 )
湧 水

( 湧水量 500 ぜ / 日 )

後醍醐天皇が隠岐島か ら 京都に還御の途中 、 天皇の指差
さ れた岩 を起 し た と こ ろ 、 泉が湧 き 出 し た と 伝 え ら れ る 。
今 も 地域の生活用水 と して使用 さ れて い る 。

あか ま つ の い け

赤 松 の 他
西 伯 郡 大 山 町 池 ノ 原

山 陰線大 山 口 駅か ら バス で 1 6 、
分 さ ら に徒歩 20分 ノ

湖 沼
古 く か ら 雨 ごいや 、 幸福 を成就す る 女蛇神が住 む と 広 く
言い伝 え ら れた伝記の池 。

ふるさとの渓流

み え き け い

三 滝 渓
八 頭 郡 河 原 町 北 村

山陰線鳥取駅か ら バス で 50分 、
さ ら に徒歩 7 蛔 ノ

河 川
( 曳田川… ･ ‘子丈滝か ら 下流 3 如程度の間 )
変化 に富んだ滝の数 々 、 絶壁 と 奇岩の間 を流れる 美 し い
渓流は 、 四季 を通 じて人々 に親 し ま れて い る 。

あ し す け い

声 律 渓
八 頭 郡 智 頭 町 昔 津

因美線智頭駅か ら バス で20分 、
さ ら に徒歩 30分 /

河 川
( 北股川……三滝 を 中心 と し た上 、 下流 4 細程度 )
若津 自然保護林の中 を流れ る 水量豊富な渓流で 、 新緑か
ら 紅葉 ま で 、 キ ャ ン プ 、 釣 り な ど訪れ る 人が多 い 。

も し か け い

小 鹿 渓
東伯郡三朝町中津 ~神倉

山 陰線倉吉駅か ら バス で 50分 、
さ ら に徒歩30分 ノ

河 川
( 小鹿川 ……中津ダ ム か ら 神倉の間 3 km程度 )
昭和 1 2年 、 文部省の ｢名勝地｣ に指定 。 深い緑色の水流
に美 し い景観が映 え 、 心のやす ら ぎ を覚 え る 。

せ っ か け い

石 霞 渓
日 野 郡 日 南 町 生 山

( 伯備線生山駅か ら 徒歩で 15分 )
河 川

( 石見川…生山 か ら 上流 3 短程度 )
奇岩 、 怪岩の名所 と し て古 く か ら 知 ら れ 、 特 に春のつつ
じ 、 秋の も み じ の景観のすば ら し い渓流で あ る 。

の
水

辺

ほめ 暮 ら しの中の泉 昔か ら地域の人 々 の 日 常生活に深いかかわ り を持 っ て きた湧水等で住民の保全管理に よ っ て大切に され現在に引 きつがれてい る も の。
ふれあ いの水辺 き れいな水や水辺を保つために努力 さ れてお り 、 人 々 か水 と ふれ合い水に親 しむ こ と に よ って心に安 ら ぎ を与え る 憩の場 と し て の水環境。
歴 史 の 水 本県の歴史や伝記にふ さ わ しい故事来歴を有する も の。
ふ る さ と の渓流 渓流の中で も特に 自 然美豊かで 、 後世に残 して お きたい水域で併せて観光な どの親水性のあ る も の 。



資料 2 4 鳥取市内各水準点沈下量の経年変化

水 準 点 番 号
0 2 9

‐ 1 1 9

0 0 9

‐ 2 0 9

( 1 ) 0 2 9

‐ 1 1 8

1 0 6 7 { 3 ) 1 0 6 8 鰯 {4) 0 2 9

1 1 6

所 在 地 田園町
三丁目

松並町
二丁目 寿町 西町五丁目 本町一丁目 丁徳 新品治 盡吉泉 幸町 壺

吉泉
昭和50 、 5 1年度 の沈下量

( S 4 9 6 ~ S 5 1 . 6 )

7 6 3

( 3 8 2 )

3 7 8

( 1 8 9 )

4 0 2

( 2 0 1 )

3 4 3

( 1 7 2 )

3 4 1

( 1 7 1 )

2 8 5

( 1 4 3 )

1 58

( 0 7 9 )

1 8 2

( 0 9 1 )

0 7 1

( 0 3 6 )

0 8 2

( 0 4 1 )

昭和 52年度の沈下量
( S 5 1 6 ~ S 5 2 7 )

4 2 2

( 3 9 0 )

2 2 2

( 2 0 5 )

2 2 5

( 2 0 8 )

1 7 9

( 1 6 5 )

1 8 0

( 1 6 6 )

1 5 5

( 1 4 3 )

1 0 3

( 0 9 5 )

0 9 5

( 0 8 8 )

0 6 7

( 0 6 2 )

0 4 6

( 0 4 2 )

昭和53年度の沈下量
( S 5 2 7 ~ S 5 3 7 )

3 5 5 2 0 4 2 0 2 1 9 9 1 5 5 0 9 9 0 8 3 0 5 8 0 4 3 0 1 3

昭和54年度の沈下量
( S 5 3 7 ~ S 5 4 7 )

3 6 6 2 3 7 1 6 4 1 2 9 1 0 0 0 7 8 0 4 9 0 6 7

昭和55年度の沈下量
( S 5 4 7 ~ S 5 5 7 )

3 8 0 1 1 3 1 0 9 1 2 0 0 6 2 0 4 8 0 2 5 0 1 5

昭和56年度の沈下量
( S 5 5 7 ~ S 5 6 7 ) 2 6 1 1 4 3 1 2 8 1 2 6 0 8 9 0 8 1 0 5 1 0 3 1

S 53 .7 ･

~56 7

0 5 1

( 0 1 7 )

S 53 7 ･

~56 7 ノ

0 6 8

( 0 2 3 )

昭和 57年度の沈下量
( S 5 6 7 ~ S 5 7 7 )

2 2 5 0 5 5 0 9 6 0 4 9 0 4 6 0 2 2 0 9 4 0 1 4 十 0 0 4 0 2 2

昭和58年度の沈下量
( S 5 7 7 ~ S 5 8 7 )

1 1 6 1 0 3 0 5 5 0 3 5 0 3 3 0 4 6 0 1 2 0 1 9 0 3 3 0 0 9

昭和 59年度の沈下量
( S 5 8 7 ~ S 5 9 7 )

1 0 2 0 5 9 0 5 2 0 4 4 0 2 1 0 2 3 0 2 4 0 0 9 0 0 4 十 0 0 2

昭和60年度の沈下量
( S 5 9 7 ~ S 6 0 7 )

0 6 7 0 3 7 0 4 3 0 2 3 0 3 5 0 1 8 0 0 7 0 1 0 十 0 0 3 0 1 3

ロ十 麟副 30 5 7 1 5 5 1 1 4 7 6 1 2 4 7 1 0 6 2 8 5 5 6 0 6 5 0 0 2 6 2 2 5 1

( 注 ) ( 1 ) 沈下量の ( ) は 1 年間の沈下量に換算 し た も の 。

( 2 ) 一 は測量 し なか っ た も の 。

圏 沈下量の 十 は隆起 し た も の 。

- 1 9 6 -
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資料 25 環境 関 係用 語 の 解説

赤潮 ･ ア オ コ ( 青粉 )

水中にプ ラ ン ク ト ン が異常発生 し 、 そのために水の色が赤みがか っ た色 G赤潮 ) や緑色 ( ア オ コ ) に

変る現象の こ と 。

悪臭物質

ア ンモー ア 、 メ チル メ ルカ ブタ ン その他の不快な臭いの原因 と な り 、 生活環境をそ こ な う おそれのあ

る物質で、 悪臭防止法施行令に定め る 8 物質をい う 。 ( ア ンモ ー ア 、 メ チ ル メ ルカ ブタ ン 、 硫化水素、

硫化 メ チル、 ト ノ メ チ ルア ン 、 二硫化 メ チ ル、 ア セ ト ア ルブ ヒ ド ス チ レ ン )

ア メ ニ テ ィ (Amen- ty )

私達の生活環境を構成する 自然や施長、 歴史的 、 文化的伝統などが互い に他を店か し合 う よ う にパ フ

ン ス が とれ、 そ の中で生活する私達人間と の間に真の調和が保たれてい る場合に生ずる好ま し い感覚を

い う 。

亜硫酸ガス ( S0 2 )

硫黄酸化物 ( S o x ) の中で二酸化硫黄の こ と を い い 石炭や石油を燃焼する こ と に よ り 発生する 。

色はな く 、 刺激臭の強い気体で呼吸器を刺激 し 、 喘息の発生を促進 し た り 、 植物を枯 ら した り する こ と

があ る 。

暗 騒 音

あ る場所で特定の音を測定する場合、 対象 とする音以外の音を晴騒音と い う 。

硫黄酸化物 ( Sox )

刺激臭の強い腐蝕性のあ る有毒な硫黄ガス の こ と で、 亜硫酸ガス ( S 0 2 ) の ほかに無水硫酸( S0 3 )

等があ る 。 大気汚染防止法施行令でばい煙中の硫黄酸化物の量が規制 さ れてい る 。

閾 値 ( い き ち )

生理学的用語で、 人間の感覚器官が感知でき る最小限度の刺激量の こ と で、 閥濃度、 限界濃度 と も い

つ o

一酸化炭素

炭素含有物が不完全燃焼 した と き に発生する無色、 無臭の ガスで 、 主な発生源は 自動車排気ガス と い

われる 。 体内に吸入 される と 、 血液中のヘ モ グ ロ ビ ン と結びつ き 酸素の補給を妨げ貧血を起 こ し た り 、

中枢神経を麻痺さ せた り する 。
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上乗せ基準

ばい煙又は排出水の排出の規制に関 して 、 法で定めた一律の基準又は排出基準に代えて適用する も の

と して 、 都道府県知事が条例で定め る 、 よ り厳 し い基隼をい う 。

S S ( S u s p e n d e d S o 1 i d )

水中の浮遊物質の こ とで、 水の濁 り の原因 と な る 。 空中の浮遊物質に は粉 じん 、 ばい煙等の者を使 う 。

MP N ( 最確数 M o s t P r o b a b 1 e N um b e r )

大腸菌群の数を確率論的に算出する方法、 検水 1 0 0 秘中の大腸菌群数で表す。

環境影響評価 ( 環境ア セ ス メ ン ト )

各種開発行為の実施に先立ち 、 そ れが大気、 水質、 生物等環境に及ぼす影響について予測、 評価を行

う こ と をい う 。

の 環境管理計画
地方公共団体が大気、 水質、 自然環境な どを将来にわた り 守 り 適切に利用 してい く ため策定する 。十画

であ る 。

こ の 。十画に は、 望ま し い地域環境のあ り方、 それを実現するための基本的な方策、 そ の方策を具体化

す る手順などが示さ れる 。

環境基準

公害対策基本法は ｢環境基準と は 、 大気の汚染、 水質の汚濁、 土壌の汚染及び騒音に係 る環境を保全

する う えで維持さ れる こ と が望ま しい基準｣ と定義 してい る 。 環境基準は行政上の目標基準であ り 、 工

場等を規制する規制基隼 と は異な る 。

ク ラ イ テ リ ア ( C r 1 七 e r i a )

ク フ イ プ j ア は 、 日 本語で判定基準、 判定条件又は判断基準と 訳さ れる が 指標物質又は物性 ( 群 )

の 、 人や水生生物に及ぼす影響に関 し 、 必要な科学的知見の上に立 っ て、 それ ら物質、 物性に関する許

容濃度値や閾値等をま と めた ものをい う 。

健康項目

水質汚濁物質の中で人の健康の保護に関する項目 と して環境基準が定め られてい る項目 をいい 現在

カ ト ウ ム 、 シ ア ン 、 有機燐、 鉛、 六価 ク ロ ム 、 ヒ 素、 総水銀、 アルキル水銀、 P C B が定め られてい

る 。

光化学オ キ シ ダン ト

自動車の排気ガス な どに含まれてい る窒素酸化物 と ガス状の炭化水素が太陽光線の紫外線の も と で化
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学反応をお こ し 、 光化学オ キ シダ ン ト を作る 。 こ の オ キ シ ダン ト はオ ゾ ン を主体と し 、 ス モ ソ グを形成

し 杙 目 がいたい せき こ む “ 呼吸が苦 し い な どの症状を引 き お こ す。

最終処分場

一般廃棄物及び産業廃棄物を埋立て処分する に必要な場所及び施設 ･ 設備の総体をい う 。 産業廃棄物

処分場に は 、 安定型 ( 廃プ フ ス チ ソ ク 等 ) 、 管理型 ( 汚でい等 ) 、 し ゃ 断型 ( 有害物質を含む廃棄物 )

があ る 。

酸 性 雨

通常、 雨の p H ( 水素 イ オ ン濃度 ) は 、 大気中の炭酸ガス に よ り 5 6 前後であ り 、 こ れよ り 低い P H

の雨を酸性雨と い い 、 工場や 自動車か ら排出 さ れる硫黄酸化物や窒素酸化物な どか原因と いわれてい る 。

C O D ( 化学的酸素要求量 Ch em 1 C a l o x y g e n D ema n d )

湖摺ゃ海域の有彬鰡に ょ る汚獨の禾轆を示す もので･ 水中の汚濁物質を酸化剤で化学的に酸化す る と 炙
き に消費 さ れる酸素量をいい 、 数値が高い ほど汚れが大き い こ と を示 してい る 。

浄 化 槽

水洗 し尿を沈でん分離あ る い は微生物の作用 に よ る腐敗又は酸化分解等の方法によ っ て処理 し 、 それ

を消毒 し 、 放流する施設をい う 。 水洗 し尿のみを処理す る施没を単独浄化槽、 水洗 し尿及び生活雑排水

( 厨房排水洗た く 排水等 ) を一緒に処理す る施設を合併浄化槽 と い う 。

振動 レ ベル

振動の加速度をブシベル ( d B ) で表 し た加速度 レベルに振動感覚補正を加えた も ので、 単位 と し て

は 、 デシベル ( d B ) が用 い られる 。 通常振動感覚補正回路を も つ公害用振動。十によ り 測定 した値であ

る 。

水 準 点

土地の標高を表す標石で、 水準測量の基隼と して用 い られてい る 。 地盤の変動状況を測定する には 、

こ の水隼点を用 い 標高の変化を精密水隼測量によ っ て測 り 、 変動を出す。

生活環境項目

水質汚濁物質の中で生活環境に悪影響を及ぼすおそれのあ る も の と して環境基隼に定め ら れた項目 を

いい現在 p H 、 D o 、 B O D 、 C O D 、 S S 、 大腸菌群数、 油分等が定め ら れてい る 。

な お 、 水質汚濁防止法の排水基隼には こ のほかに 、 窒素含有量、 隣含有量、 フ ノ ー ル、 銅、 亜鉛、

鉄、 マ ン ガ ン 、 ク ロ ム 、 フ ソ 素が加え られてい る 。
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精密水準測量

最も精度の高い水準測量で、 地盤沈下や地殻変動等の圏査のために実施さ れる 。 精密 レベル と精密標

尺を用 い 誤差ができ るだけ /肖去さ れる よ う に 、 ま た 、 最 も ′i 、 さ く な る よ う な測定方法がと られてい る 。

騒音レ ベル

J I S に規定される騒音。十で測定 して得ら れる ホ ン 、 又は d B ( ブ シベル ) 数であ り 、 騒音の大き さ

を表す も のであ る 。 一般には騒音。十の聴感補正回路A特性で測定 した値をホ ン 、 又は d B ( A ) で表す。

騒音の規制基隼等はすべて騒音 レベルによ る 。

総量規制

一定の地域内の汚染 ( 濁 ) 物質の排出総量を環境保全上許容でき る限度に と どめ る ため 、 工場等に対

し汚染 ( 濁 ) 物質許容排出量を割 り あてて 、 こ の量を も っ て規制する方法をい う 。 個々 の発生源に対す

る従来の規制のみでは地域全体 と して、 健全な生活環境を維持する こ と が困難な場合に 、 その解決手段

◎ @ と して総量規制の方式が と られてい る o

大腸菌群数

大腸菌群は、 人間又は動物の排泄物に よ る水の汚染指標と して用 い ら れてい る細菌であ る 。 大腸菌に

は温血動物の腸内 に生存 してい る も のと 、 草原や畑な どの土中に生存 してい る も のがあ る が一括 して大

腸菌群と して測定 してい る 。

W宜 C P N L ( う る さ さ指数 We i g h t e d は q u i v a 1 e n t C o n t i n u o u s p e r c e 1 v e d

N o i s e L e v e 1 )

航空機騒音の う る さ さ を表す指数と して用 い られる 。 こ れは 、 1 日 の航空機騒音 レベルの平均と時間

帯こ と に重みづけさ れた飛行回数か ら算定さ れ、 航空機の総騒音量を評価する単位であ る 。

窒素酸化物 ( Nox )

◎ @ 難産霊礬撓鰯菫義務寮鬘売物談議鍵盤箋麦聯奏塞
化学ス モ グの原因物質の一つであ る 。

中間処理

廃棄物の最終処分に先だっ て行われる人為的な操作等をい い 廃棄物を安全かつ安定 した状態に変化

さ せる 、 又は廃棄物を減量化する 目 的で行なわれる 。 主な方法と しては、 焼却、 中和、 溶融、 脱水、 破

砕、 圧縮等があ る 。
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D 0 ( 溶存酸素 D i s o 1 v e d ox yg e n )

水中に溶け こ んでい る 酸素の量の こ と 。

水の 自浄作用や水中生物の生存には欠 く こ と のでき ない も ので、 き れい な河川水中に は普通 1 必中に

7 ~ 1 4雌程度有るが 有機物の流入量が多 く な り 、 満濁が進行する と減少する 。

n ーヘキサ ン抽出物質 G由分 )

動植物油脂、 脂肪酸、 ワ ッ ク ス 、 グ j - ス 、 石油系炭化水素な ど油分の総称であ る 。 海水や工場排水

な どを n - ヘキサ ン で抽出 し 、 n - ヘキサ ン可溶性物質 と して定量 して、 叱/多で表わす。

ば い 煙

燃料そ の他の物の燃焼等によ り 発生する硫黄酸化物、 ばい じん及び有害物質の総称であ る 。 ばい じ ん

と はボ イ フ ーや電気炉等か ら発生するすすや固体粒子をい い 、 有害物質と は物の燃焼、 合成、 分解等に

伴 っ て発生する カ ド ウ ム 、 塩素 、 ふ っ素、 鉛、 窒素酸化物等の人の健康又は生活環境に有害な物質を

い う 。

火格子面積

= こ ･み層、 火層に接 し て乾燥 、 燃焼等を行わせる火床部分を火格子 ( ロ ス ト ル ) と い い こ の水平投影

“ 面積を火格子面積と い う 。 炉の大き さ を代表する寸法と してよ く 使われる 。
B O D ( 生物化学的酸素要求量 B 1 o c h e m 1 c a 1 ox yg e n D e m a n d )

河川水等の有機物に よ る汚濁の程度を示す もので、 水の中に含ま れてい る有機物が微生物によ っ て酸

化分解さ れる 時に消費さ れる酸素の量をいい 数値が高い程有機物の量が多 く 汚れが大き い

P C B ( ポ リ 塩化 ビ フ ェ ニール )

D D T や B H C と 同 じ有機塩素系化学物質で、 不燃性で熱に強 く 、 絶縁性にす ぐれてい る 。 カ ネ 油

症事件等P C B被害が問題と な り 、 現在我が国では製造を中止さ れ、 使用 も限定さ れてい る 。

のp H ( 水素イ オ ン濃度 )

溶液中の水素イ オ ン濃度を示す尺度で、 P H値が 7 の と き は中性 、 こ れよ り数値の高い場合はアルカ

J 性、 低い場合は酸性を示す。

P Pm

こ く 微量の物質の濃度や含有率を表すのに使われ、 %が 1 0 0 分の 1 をい う の に対 し P p m は 1 0 0

万分の 1 を意昧する 。 例えば、 空気 1 計 中 るこ 1 伽3 の 物質が含ま れてい る場合、 あ る い は 、 水 1 kg中 るこ
l

1 叩の物質か溶解 し てい る よ う な場合、 こ の物質の濃度を l p p m と い う 。 p p mよ り 微量の濃度を表

す場合には p p b ( 1 0 億分の 1 ) も用 い られる 。
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富栄養化

湖水中に栄養塩類 ( 窒素、 隣等 ) が少な く 生物生産 ( プ フ ン ク ト ン の増殖等 ) の少ない湖を貧栄養湖

と い い 、 栄養塩類が多 く 生物生産の多い湖を富栄養湖と い う 。 貧栄養硼か ら富栄養湖へと変化 してい く

現象を富栄養化と い う 。
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